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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」とい

う。）、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下「政令」という。）

並びに関係規程により、山口県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が行う

車両の使用制限に関する事務を迅速かつ適正に行うため、その手続について必要な

事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 ⑴ 車両の使用者 車両を使用する権原を有し、その運行を支配し、管理する者の  

ことをいう。   

    ⑵ 放置違反金納付命令 法第５１条の４第４項本文に規定する納付命令をいう。 

 ⑶ 過積載運転行為 法第５８条の３第１項に規定する過積載をして車両を運転す

る行為をいう。 

 ⑷ 使用制限 法第７５条第２項又は第７５条の２第１項若しくは第２項の規定に

より、公安委員会が車両の使用者に対して車両を運転し、又は運転させてはなら

ない旨を命ずる処分をいう。 

 ⑸ 処分対象行為 政令第２６条の６各号に規定する使用制限の処分基準に該当す  

る場合における当該処分の事由となる使用者等の違反行為をいう。 

 ⑹ 処分事情 政令第２６条の６第２号の表の下欄に掲げる事情をいう。 

 ⑺ 違反行為関係累計点数 政令第２６条の７第１項に規定する違反行為関係累計 



点数をいう。 

 ⑻ 政令基準 政令第２６条の６又は第２６条の７に規定する使用制限に関する基  

準をいう。 

 ⑼ 標章 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「府令」とい

う。）第９条の１５に規定する様式の標章をいう。 

 ⑽ 処分事案 処分対象行為、処分事情、違反行為関係累計点数に係る事案をい

う。 

 ⑾ 事業所 処分事案に係る自動車の使用の本拠をいう。 

 ⑿ 送致警察署長等 処分対象行為に係る事件を送致することとなる警察署長及び  

交通部高速道路交通警察隊長をいう。 

 ⒀ 管轄警察署長 使用制限の処分に係る車両の使用の本拠の位置を管轄する警  

察署長をいう。 

 （適正な事務処理） 

第３条 使用制限に関する事務処理に当たつては、警察署及び警察本部における事務 

処理体制を整備するとともに、関係各所属間相互の連絡体制の緊密化を図り、適正 

かつ能率的な事務処理に努めるものとする。 

 （処分の迅速な処理） 

第４条 使用制限は、企業等の活動に伴う道路交通上の危険を排除するとともに、将 

来における道路交通の危険の防止を図ることを目的として行うものであるから、使 

用制限に関する処分事由が生じたときは、速やかに処理するものとする。 

 （関係都道府県警察との連絡、協力） 

第５条 処分事案の移送及び使用制限に係る処分執行依頼等に関する事務は、関係都 

道府県警察と緊密な連絡と協力のもとに行うものとする。 

   第２章 処分事案の報告及び上申 

 （処分事案の報告） 

第６条 警察官は、交通違反事件を検挙若しくは告知したとき又は交通事故事件捜 

査の過程において下命又は容認に係る処分事案に該当すると認める事案を認知した 

ときは、速やかに車両使用制限命令事案報告書（別記様式第１号）を作成するとと

もに、当該処分事案に係る交通反則切符、交通切符、捜査報告書、その他の捜査書

類等を添付して所属長に報告しなければならない。 

２ 放置関係使用制限命令に係る使用制限については、法第７５条の２第２項の規定 

による車両の使用制限命令の基準を満たしており、当該都道府県内に当該車両の使 

用の本拠があると認められる場合に、交通部交通指導課（以下「主管課」とい

う。）において、使用制限命令の手続を進めるものとする。この場合において、交

通部交通指導課長（以下「主管課長」という。）は、放置車両使用制限命令事案報

告書（別記様式第２号）を作成し、事案の処理の経緯を明らかにしておかなければ

ならない。 



 （調査及び事案の引継ぎ）  

第７条 前条第１項による報告を受けた所属長は、当該報告に基づいて処分事案の事

実の認定について必要な調査を行うものとする。 

２ 前項の調査を行つた所属長が送致警察署長等以外の所属長であるときは、速やか

に当該処分事案を送致警察署長等に引き継ぐものとする。 

 （下命又は容認に係る処分事案の上申） 

第８条 送致警察署長等は、車両使用制限事案上申書（別記様式第３号。以下「上申 

書」という。）を作成のうえ、主管課長に送付して使用制限の処分上申をするもの

とする。 

２ 処分事案の上申に当たつては、次の各号に掲げるところにより、当該事案の事実

の証明に必要な関係書類を添付して行うものとする。この場合において、関係書類

は、当該処分事案の内容に応じ、その全部又は一部とし、必要に応じて他の書類を

加えるものとする。 

 ⑴ 交通反則切符 ２枚目（交通事件原票）の写し 

 ⑵ 交通切符 ２枚目（交通事件原票）の写し 

 ⑶ 行政処分原票の写し 

 ⑷ 人身事故用行政処分原票の写し 

 ⑸ 捜査報告書の写し 

 ⑹ 送致書の写し 

 ⑺ 供述調書（被疑者、参考人）の写し 

 ⑻ 実況見分調書の写し 

 ⑼ 処分事案に使用した自動車の自動車検査証の写し 

 ⑽ その他処分事案の事実の証明に必要な資料（指示後の違反行為に係る処分事案  

の上申） 

   第３章 上申書の審査等 

 （上申書等の審査） 

第９条 主管課長は、処分事案に係る上申書及び関係書類を受理したときは、当該事

案について処分事案の事実の認定が適正に行われており、かつ、事実の証明が十分

であるか否かを審査するものとする。 

 （処分事案の移送等） 

第１０条 主管課長は、前条による審査の結果、処分事案に該当すると認められるも

ののうち、事業所の位置が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるものについ

ては、車両使用制限事案移送通知書（別記様式第４号）を作成し、上申書及び関係

書類を添付して当該都道府県公安委員会に移送するものとする。 

 （事業所カードの作成及び保管） 

第１１条 主管課長は、送付された処分事案（他の都道府県公安委員会に移送したも

のを除く。）及び他の都道府県公安委員会から移送を受けた処分事案について、事



業所カード（別記様式第５号）を作成し、保管整理するものとする。この場合にお

いて、事業所カードがすでに作成保管されているときは、新たに上申のあつた処分

事案に係る事項を当該カードに記入するものとする。 

 （移送関係簿冊等） 

第１２条 削除 

   第４章 処分の量定等 

 （処分量定） 

第１３条 主管課長は、第１１条の規定による事業所カードを作成した処分事案につ

いて、当該カードの記載内容に基づき政令基準に該当するか否かを審査し、政令基

準に該当するものであるときは、車両の使用制限に係る処分量定の細目基準に関す

る内規（平成２年山口県公安委員会内規第３号）に定めるところにより点数計算の

うえ、使用制限に係る処分（以下「処分」という。）の量定を行うものとする。 

２ 放置関係使用制限命令に係る車両の使用制限については、次の事項を確認のう

え、処分の量定を行うものとする。 

 ⑴ 基準該当車について、警察庁からの通報を受理した主管課は、当該車両に係る

放置違反金納付命令書、使用制限書の記録を取り寄せ、当該通報に誤りがないこ

とを確認すること。 

 ⑵ 前号の規定により、通報に誤りがないことを確認した場合は、当該基準該当車  

の使用者、使用の本拠の位置等について、変更がされていないかどうか、自動車  

登録ファイル等を再確認すること。 

 （運輸局長等に対する通知及び意見聴取） 

第１４条 主管課長は、前条の定めるところにより、処分量定を行つた処分事案につ

いて当該事案の自動車の使用者が、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２

条の規定による自動車運送事業又は貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）

第２条の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者（以下「事業者」とい

う。）であるときは、車両の使用制限命令に関する意見照会書（別記様式第８号）

により運輸支局長を経由して、国土交通大臣又は運輸局長に対して通知し、法第７

５条第３項（法第７５条の２第２項において準用する場合を含む。）に定める意見

を聴く手続を行わなければならない。 

２ 主管課長は、処分を行つた場合は、その旨を運輸局長に通知しなければならな

い。 

   第５章 聴聞 

 （聴聞手続） 

第１５条 主管課長は、処分事案について処分量定を行つた場合は、法第７５条第２

項関係は車両使用制限処分伺書（別記様式第９号。以下「使用制限処分伺書」とい

う。）を作成し、法第７５条の２第２項関係は放置車両使用制限処分伺書（別記様

式第１０号）を作成し、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公



安委員会規則第２６号）に定めるところにより、公安委員会の聴聞に対する手続を

行わなければならない。 

２ 聴聞通知書の発出に当たつては、あらかじめ、当該使用制限命令の基礎となる放

置違反金納付命令の原因となつた違反について、違反行為をした運転者が反則告知

又は交通切符による検挙（以下「反則告知等」という。）を受けていないかどうか

を確認し、反則告知等を受けている場合には、聴聞通知書の発出並びに聴聞の期日

及び場所の公示をしばらく保留して、放置違反金納付命令が取り消されることとな

るかを見極めなければならない。 

３ 使用制限命令を受ける対象となる車両の使用者（以下「当事者」という。）に聴 

聞通知書を送付（交付）したときは、受領書（別記様式第１１号）を徴することと

する。 

４ 聴聞の期日及び場所の公示は、別記様式第１２号により行うこと。 

なお、当事者の所在が判明しない場合において、聴聞の通知を行政手続法（平成

５年法律第８８号）第１５条第３項に規定する方法によって行うときは、当該通知

を公示と兼ねて行うことができる。この場合において、当該公示については、別記

様式第１３号により行うこととする。 

５ 聴聞後、処分決定前に、処分対象車両の使用の本拠の位置が他の都道府県に移転 

された場合は、車両使用制限事案移送通知書を作成し、当該都道府県公安委員会に 

事案を関係書類と共に送付することとする。 

６ 他の都道府県公安委員会から事案の送付を受けた場合は、処分決定に先立ち、改 

めて聴聞を行わなければならない。 

７ 主管課長は、聴聞手続を行つた結果、処分の決定があつた場合は、使用制限処分

伺書に処分期間等必要事項を記入し、使用制限聴聞台帳として整理保管するものと

する。 

   第６章 処分の執行等 

 （処分の執行指示） 

第１６条 主管課長は、処分事案について公安委員会の処分が決定したとき、又は他

の都道府県公安委員会から処分の執行依頼があつたときは、次の各号に掲げるとこ

ろにより処分の執行手続を行うものとする。 

 ⑴ 公安委員会の処分については、山口県道路交通規則（昭和４７年山口県公安委  

員会規則第３号）第１５条の２に定める車両使用制限書（以下「使用制限書」と  

いう。）及び車両使用制限処分執行指示書（別記様式第１４号。以下「処分執行

指示書」という。）を作成し、標章とともに管轄警察署長に送付すること。 

 ⑵ 他の都道府県公安委員会から処分の執行依頼があつた場合は、処分執行指示書

を作成し、送付を受けた使用制限書及び標章を管轄警察署長に送付すること。 

 （処分の執行） 

第１７条 前条の処分の執行指示を受けた管轄警察署長は、次の各号に掲げるところ



により速やかに処分を執行するとともに処分の執行報告を行うものとする。 

 ⑴ 使用制限書の命令の年月日を記入し、当該処分に係る使用者（以下「被処分

者」という。）に対して、口頭で処分理由を告げ、使用制限書を交付すること。 

 ⑵ 標章の期間の年月日を記入し、当該処分に係る車両の前面の見やすい箇所に標  

章を貼り付けること。 

 （処分の執行報告） 

第１８条 管轄警察署長は、前条により処分を執行したときは、車両使用制限処分執

行報告書（別記様式第１６号。以下「処分執行報告書」という。）に必要事項を記

入したうえ、主管課長に当該処分執行報告書を送付するものとする。 

２ 主管課長は、前項の処分執行報告書の送付を受けた場合において、当該処分が他

の都道府県公安委員会からの処分依頼によるものであるときは、当該処分執行報告

書を処分の執行依頼を行つた公安委員会に送付するものとする。 

 （処分の執行依頼） 

第１９条 主管課長は、公安委員会の処分が決定した後に、当該処分に係る事業所が

他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更されたとき、又は対象車両の使用の本

拠の位置が他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更されたときは、車両使用制

限処分執行依頼書（別記様式第１７号）を作成し、処分に係る関係書類を当該公安

委員会に送付して処分の執行依頼の手続を行うものとする。 

 （事業所カードの記入） 

第２０条 主管課長は、管轄警察署長から送付された処分執行報告書を受理したとき

は、事業所カードの所定の欄に処分結果に関する事項を記入するものとする。 

   第７章 標章の除去 

 （処分期間終了による標章の除去） 

第２１条 管轄警察署長は、使用制限の処分期間が終了したときは、第１７条第１項

第２号の規定により貼り付けた標章を速やかに除去するとともに、車両使用制限標

章除去報告書（別記様式第１９号）を作成し、主管課長に送付するものとする。 

 （申請による標章の除去） 

第２２条 標章の除去申請の受理に関する事務については、次の各号に掲げるところ

により、管轄警察署長が行うものとする。 

 ⑴ 標章を貼り付けられた車両について、当該車両を買い受けた者、その他当該車  

両の使用について権原を有する第三者から当該標章の除去について申請がなされ  

た場合は、標章除去申請書（府令別記様式第５の４）のほかに、次の書類を添付

又は提示させること。 

  ア 申請者が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の適用を受ける者であ

る場合にあっては、住民票の写し、住民基本台帳カード又は個人番号カード 

  イ 申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者（自然人に限る。）である場合

にあっては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行す



る身分を証明する書類 

  ウ 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 

  エ 申請に係る車両が自動車である場合にあっては、自動車検査証の写し 

オ 申請に係る車両が自動車である場合にあっては、車庫証明書の写し 

  カ 申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類（申請に係

る車両の売買契約書、賃貸借契約書等） 

  キ 命令の期間における申請に係る車両の使用に関し、標章除去申請書と当該命   

令に係る使用者との法律関係を明らかにする書類（被処分者に使用させない旨   

の申請者の契約書を含む。） 

 ⑵ 管轄警察署長は、標章の除去申請を受理した場合は、標章除去申請書及び添付  

書類（以下「標章除去申請書等」という。）を主管課長に送付するものとする。 

２ 主管課長は、管轄警察署長から標章除去申請書等の送付を受けたときは、速やか

に添付された書面について審査し、申請者が申請に係る車両の使用について権原を

有するものであり、かつ、当該車両を被処分者に使用させることがないことを確認

した場合は、管轄警察署長に連絡して当該標章を除去させるものとする。 

３ 主管課長は、標章を除去させた場合は、その状況を公安委員会に報告するものと

する。 

４ 主管課長は、管轄警察署長から送付を受けた標章除去申請書等について、申請が

内容的に不適格であると認めるときは、公安委員会の審査に付したうえ、当該申請

について拒否の手続を行うものとする。 

   第８章 記録等の保存 

 （処分記録等の保存） 

第２３条 主管課長は、事業所カード及び処分に係る書類を、３年間保存しなければ

ならない。 


